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マイギリで火おこしに挑戦！
　今年の秋に行われる茨城国体を前に、６月13日、北浦小６

年生がマイギリを使った火おこしを体験しました。採火した火

種は、同じように市内の小中学校から集められた火と共に、市

の炬
きょ

火
か

イベントで使用されます。その後、国体の開会式で、他

の43自治体の火と合わせられます。

　この火おこし体験には、茨城県高圧ガス保安協会鹿行ブロッ

ク青年部の皆さんが協力してくれました。

◆主な内容
お知らせワイド版

（国民健康保険税のお知らせ、水稲農薬空中散布を実施します　ほか）

まちの話題
（小学校親善陸上記録会、長年にわたり献血事業に協力　ほか）
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【問い合わせ】税務課市民税グループ（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

国民健康保険税のお知らせ

◎令和元年度の保険税額
　国保加入者全員の①医療保険分、②後期高齢者支援金分、③介護保険分を合計して計算します。また、
それぞれに上限（限度額）が設けられています。
　税率は前年と変わりませんが、国の制度改正により、①医療保険分の賦課限度額が、前年と比べて
３万円引き上げられました。

改正後の軽減の内容

◎所得による軽減制度　～軽減制度が拡充されます～
　世帯主と国保加入者の前年中の所得額の合計（対象所得※１）が一定額以下のとき、保険税のうち
「均等割」と「平等割」の一部を軽減します。国の制度改正により、本年度から５割、２割の軽減対
象となる所得基準額が引き上げられます。

軽減には所得申告が必要です
　この軽減制度に申請手続きは不要です。基準に該当する世帯は自動的に軽減されます。ただし、世
帯の国保加入者の中に所得未申告の方がいる場合は軽減が適用されません。また、高額療養費の自己
負担限度額の負担区分にも影響を及ぼします。
　収入がなくても必ず申告をしましょう。

簡易申告
　下記に該当する方は簡易申告をしてください。
　　・平成 31年１月２日以降に新規入国した外国籍の方
　　・平成 31年１月１日現在に海外に居住していた方
　※�平成 30年中に日本で収入のあった方は、給与明細等の収入が確認できるものがあればお持ちく
ださい。

対象所得※１：世帯主と国保加入者の前年中の所得金額の合計

①医療保険分 ②後期高齢者支援金分 ③介護保険分
０歳～ 74歳まで 40歳～ 64歳まで

所得割 （前年の総所得金額―33万円）
×6.５％

（前年の総所得金額―33万円）
×1.９％

（前年の総所得金額―33万円）
×1.８％

均等割 24,000 円 / １人 7,000 円 / １人 16,000 円 / １人
平等割 26,000 円 / １世帯 8,000 円 / １世帯 0円 /１世帯
限度額 610,000 円 190,000 円 160,000 円

軽減割合 改正前 改正後

７割軽減 対象所得※１が、33万円以下の世帯 改正なし

５割軽減 対象所得※１が、33万円 +（27 万５千円×
加入者数）以下の世帯

対象所得※１が、33万円 +（�28 万円×加入
者数�）以下の世帯

２割軽減 対象所得※１が、33万円 +（50 万円×加入
者数）以下の世帯

対象所得※１が、33万円 +（�51 万円×加入
者数�）以下の世帯
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後期高齢者医療のお知らせ

▶８月１日に「被保険者証」、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」が更新されます
　現在お使いの「被保険者証」、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準
負担額減額認定証」は、７月 31日までの有効期限となっています。
　新しい「被保険者証」（紺色）は、７月中旬に簡易書留にて郵送しますので、お
受け取りをお願いします。
　また「限度額適用認定証」（水色）または「限度額適用・標準負担額減額認定証」
（黄色）をお持ちの方で、引き続き交付対象となる方については「被保険者証」と
あわせて郵送します。
　なお、有効期限を経過した「被保険者証」等は、お近くの市役所窓口までご返
却いただくか、ご自身にて処分をお願いします。
　※�「限度額適用認定証」（水色）は、住民税課税所得 145万円以上の被保険者の

方がいる場合に、「限度額適用・標準負担額減額認定証」（黄色）は、被保険
者が属する世帯の全員が住民税非課税である場合に交付対象となります。

新しい被保険者証は紺色です

▶令和元年度（平成 31年度）保険料の決定通知書および納付書を送付します
　特別徴収（年金からの天引き）の該当にならない方は、７月中旬に郵送される納付書にて、保険料を納付してい
ただくことになります。
　決定通知書が届きましたら、必ず中身を確認していただき、納付書が同封されている場合は、各納期限までに納
付をお願いします（口座振替をお申し込みの方は、納期限日に振替させていただきますので、残高のご確認をお願
いします）。
　また、特別徴収（年金からの天引き）による保険料の納付がある方については、８月中旬に決定通知書を郵送し
ます。
保険料の納め方

特別徴収（４月～翌年２月　隔月６回） 普通徴収（７月～翌年２月　毎月８回）
年金からの天引き 納付書または口座振替

年金（遺族・障害年金を除く）額が年額 18万円以上の方、
介護保険料との合計額が年金支給額の２分の１を超えな
い方

左記に該当しない方、前年度に保険料変更があった方、
平成 31年２月以降に新たに後期高齢者医療制度に加入
された方など

※普通徴収による納付は、納め忘れがなく、手間が省ける口座振替が便利です。
　・�手続きは、市内にある金融機関の本店、支店の窓口でできます。口座振替をする方の預貯金通帳およびお

届け印をご持参ください。
　・�申込書は、市内の金融機関窓口にあります。市外店舗にてお申し込みされる場合は、申込書を送付します

のでご連絡ください。
　・�口座振替を希望する納付月分の前月までにお申し込みください。
※特別徴収による納付は、申請することで普通徴収（口座振替のみ）に変更することができます。
　・�金融機関での口座振替の申し込み後、市役所窓口で徴収方法変更の申請手続きをしてください。
　・�口座振替をした方の社会保険料控除に適用でき、世帯全体でみたときの住民税・所得税の負担額が少なく

なる場合があります（口座名義人が被保険者本人の場合は、住民税・所得税の負担額は変わりません）。
※被保険者が関係書類等の受け取りが困難な場合は、送付先を変更することができます。
　・�被保険者本人以外の住所地に郵送することができます。後期高齢者医療担当窓口にて送付先の変更手続き

をしてください（届出人の身分を証明するもの・印鑑が必要です）。

【問い合わせ】国保年金課医療グループ（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１
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介護保険のお知らせ
【問い合わせ】介護福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

▶介護保険料（年額）は、８月に通知します
　介護保険料は、本人・世帯の市民税課税と本人の前年所得などをもとに段階別に計算します。
　確定した保険料額と、仮徴収の暫定賦課分を差し引いた残りについて、納入通知書を８月上旬に送付します。

▶保険料の納め方
　●特別徴収（年金からの天引き）
　　�65 歳以上で、年金（老齢・退職年金、障害年金、遺族年金）を年額 18万円（月額 15,000 円）以上受
けている方

　　・�２カ月おきに支払われる年金から、支払ごとに保険料が天引きされます（老齢福祉年金からは天引き
されません）。

　●普通徴収（納付書、口座振替による納付）
　　特別徴収にならない方
　　・�年度の途中で 65歳になられた方や転入の方、または年金が年額 18万円（月額 15,000 円）未満の

方など
　　・�納付書により、市役所または市が定める金融機関等で納めてください。納付の手間が省ける口座振替

が便利です。
　●年度中に 65 歳となられた方や転入の方で、年金を年額 18 万円以上受けている方
　　�当初は普通徴収となります。特別徴収は翌年度以降に随時開始されます（年金の受給が遅れるなどの理
由により、日本年金機構などから対象者として市へ通知がない場合は、引き続き普通徴収となります）。

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期
５月７日（火） ７月１日（月） ９月２日（月） 10 月 31 日（木）12 月 25 日（水） ３月２日（月）

※�保険料を滞納していると、地方税の滞納処分の例により、処分を受けることがあります。また、介護サービス
を利用した際の利用者負担（通常は費用の１割または２割（特に所得の高い方は３割）などの保険給付に制限
が生じる場合があります。

１年以上滞納 介護費用をいったん全額自己負担しなければサービスが受けられないようになります
（申請により後から介護保険給付分が戻ってきます）。

１年６カ月以上滞納 一時的に給付の一部または全部を差し止められます。

２年以上滞納 未納期間に応じて自己負担が引き上げられたり（通常１割および２割の方は３割に、
通常３割の方は４割に）、高額介護サービス費が受けられなくなります。

－

（年額） （仮徴収） （本徴収・以降の納期に振り分け）
特別徴収 ４・６・８月

普通徴収 第１・２期
＝

10・12・２月の３回

第３・４・５・６期の４回
確定した
令和元年度保険料額

▶普通徴収の納期限（令和元年度）
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所得段階 対象者 料率 年額
（月額目安）

第 1段階
○生活保護受給者の方
○世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者の方
○�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80万円以
下の方

0.375 25,200 円
（2,100 円）

第 2段階 ○�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 80万円を
超えて 120万円以下の方 0.625 42,000 円

（3,500 円）

第 3段階 ○�世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額＋課税年金収入額が 120万円を
超える方 0.725 48,720 円

（4,060 円）

第 4段階 ○�本人が市民税非課税で、同一世帯内に市民税課税者がいて、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が 80万円以下の方 0.95 63,840 円

（5,320 円）
第 5段階
【基準額】

○�本人が市民税非課税で、同一世帯内に市民税課税者がいて、前年の合計所得金額
＋課税年金収入額が 80万円を超える方 1.00 67,200 円

（5,600 円）

第 6段階 ○�本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円未満の方 1.25 84,000 円
（7,000 円）

第 7段階 ○�本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 120万円以上 200万円未満の方 1.35 90,720 円
（7,560 円）

第 8段階 ○�本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 200万円以上 300万円未満の方 1.50 100,800 円
（8,400 円）

第 9段階 ○�本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が 300万円以上の方 1.70 114,240 円
（9,520 円）

▶ 65歳以上の方の保険料（第１号被保険者）　令和元年度（第 7期）
　�介護保険料は、基準額をもとに９段階の区分で保険料を計算します。基準額は月額 5,600 円です。　
市の介護サービスなどにかかる費用全体の 23%を、65歳以上の方の保険料でまかないます。

※�月額の保険料は目安であり、年間保険料を 1/12 にしたものです（納付期限・納付方法により金額が増減することがあります）。
※ 1　世帯…�原則として４月１日現在での住民票上の世帯。ただし、４月２日以降に市外から転入された場合や年齢到達で第１

号被保険者になった場合、その年度はそれぞれ、転入日・年齢到達日現在の世帯となります。
※ 2　合計所得金額…�前年の収入金額から必要経費等に相当する額を控除した金額。ただし、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の

特別控除額を適用します。さらに、第１段階から第５段階の合計所得金額は、公的年金から生じる雑所得
を控除します。

※ 3　課税年金収入額…�税法上課税対象となる公的年金（国民年金、厚生年金など）の収入をいい、課税対象とならない年金（遺
族年金、障害年金など）は含まれません。

●第 1段階から第 3段階の保険料軽減について
　�10 月からの消費税率 10％への引き上げに伴い、第 1段階から第 3段階の保険料について、消費税による公費
を投入した負担軽減を行います。なお、令和元年度の消費税増税となる期間が、10月からの半年間になること
から、軽減幅も半分になる保険料額を設定しています。
　　・第１段階年間保険料額は、30,240 円から 25,200 円に軽減
　　・第２段階年間保険料額は、50,400 円から 42,000 円に軽減
　　・第３段階年間保険料額は、50,400 円から 48,720 円に軽減

要介護・要支援認定を受けている方や事業対象者の方に交付され、サービスを利用するときに介護
保険の保険証と一緒に提示していただく「介護保険負担割合証」（白色）の令和元年８月１日以降の
適用分は、後日郵送されます（申請手続不要）。

◆介護保険負担割合証（白色）が更新になります

所得の低い方が施設サービスを受けるときに居住費と食費の自己負担額が上限額までとなる「限度
額適用・標準負担額減額認定証」は、７月 31日までの有効期限となっています。令和元年８月１
日以降の適用分については、あらためて申請手続が必要です。

◆介護保険負担限度額認定証（白色）が更新になります
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　「健康増進法の一部を改正する法律」が平成 30年７月 25日に公布され、学校・病院・児童福祉施設・
行政機関など多数の者が利用する施設については、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた
場所を除き、原則敷地内禁煙となることが定められました。
　これに伴い、令和元年７月１日から、本市の公共施設については、所定の喫煙場所を除き全面的に
敷地内禁煙とさせていただきます。
　受動喫煙を防止する取り組みについて、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

受動喫煙の防止にご協力をお願いいたします
【問い合わせ】財政課管財グループ（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

　霞ヶ浦ふれあいランド内「水の科学館」は、令和２年３月 31日をもって
閉館します。
　これまで、たくさんの方々にご来場いただき、ありがとうございました。
　なお、親水公園・虹の塔・観光物産館「こいこい」は、引き続き営業を行います。
　これからも、霞ヶ浦ふれあいランドへの変わらぬご愛顧のほど、よろしく
お願いいたします。

霞ヶ浦ふれあいランド内 ｢水の科学館｣ 閉館のお知らせ

【問い合わせ】政策推進室（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

特設人権相談のお知らせ

　法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員は、ご近所トラブルや学校でのいじめなどさまざまな人権相談
を受け、問題解決の手助けを行うほか、人権啓発活動も行っています。
　人権擁護委員に相談したい方や問題解決の手助けが必要な方は、下記までお問い合わせください。
　相談は全て無料です。
▶問い合わせ
　水戸地方法務局鹿嶋支局　☎０２９９ー８３ー６０００
▶特設人権相談
　【麻生】８月６日（火）　麻生公民館　　午前 10時～正午、午後１時～午後３時
　【玉造】８月７日（水）　玉造公民館　　午前 10時～正午、午後１時～午後３時
　【北浦】８月８日（木）　北浦公民館　　午前 10時～正午、午後１時～午後３時
▶人権擁護委員（敬称略）
　柳町清夫　箕輪明人　大﨑あい子　水野義貞　平山邦寛　藤﨑弘子
　西谷正明　坂本　將　小峰幸子

【問い合わせ】総合窓口課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

人権擁護委員による
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水稲農薬空中散布を実施します

　行方市農作物病害虫防除対策協議会では、水稲の病害虫防除を図るため、無人ヘリコプター
による農薬散布を下記のとおり実施します。
　早朝より騒音等でご迷惑をおかけしますが、危被害防止にご協力くださいますようお願い申
し上げます。
▶日程　麻生地区　７月 17日（水）、18日（木）
　　　　玉造地区　７月 22日（月）、23日（火）
　　　　北浦地区　７月 25日（木）、26日（金）
　※�雨天、強風、濃霧等の天候不順の場合は、防災無線により、順延または遅延のお知らせを
します。

　※�農薬散布は、通勤・通学の方や付近の自動車等に対し、安全確認しながら、十分注意して
作業を実施します。

▶時間　午前４時～午前 11時（予定）
▶使用薬剤　ビームエイトスタークルゾル（殺虫・殺菌混合剤）
▶注意事項　散布当日、次のことにご協力くださいますようお願いします。
　　　　　　①水田付近に車等を駐車している方は、別の場所へ移動してください。
　　　　　　②洗濯物は、散布終了後に干してください。
　　　　　　③水田付近のハウスは、前日に閉めてください。

【問い合わせ】農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

市長出前ふれあい懇談会のお知らせ

　市では、市長が行政区や団体の指定する市内の公共施設またはそれに準ずる施設（市外を除く）
に直接出向き、あらかじめ指定されたテーマについて、ひざを交えて懇談する ｢市長出前ふれ
あい懇談会｣ を開催しています。
　この懇談会は、市長が市民の皆さまから直接さまざまなご意見を伺い、市政の一助とさせて
いただくことで、真に豊かなまちづくりを目指すものです。
　原則 10人以上の参加者で実施しますので、お気軽にお申し込みください。
▶期日　　年末年始を除き、曜日に関係なく実施（ただし、１団体につき、１年間に１回の申請）
▶時間　　�午後２時から午後９時までの間のおおむね２時間以内（市長の日程を考慮し、申し

込み時に調整）
▶テーマ　市政に関すること
▶対象　　�行政区または市民で組織した団体・サークル（ただし、政治団体、宗教団体および

集団的または常習的に不法行為等を行う恐れがある組織は除く）
▶場所　　市内の公共施設またはそれに準ずる施設（市外を除く）
▶申込方法　�所定の申込書により、開催希望日の 30日前までにお申し込みください。申込書は、

麻生庁舎政策推進室（２階）、北浦庁舎総合窓口室（１階）、玉造庁舎総合窓口課（１階）
にあります。詳細は、お問い合わせください。

【問い合わせ】政策推進室秘書グループ（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

市民の声を市政に！
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【問い合わせ】ねんきん加入者ダイヤル 　☎０５７０－００３－００４
水戸南年金事務所　　　　☎０２９－２２７－３２５１
国保年金課（玉造庁舎）　　☎０２９９－５５－０１１１

国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある方へ
年金事務所からのお知らせ

　国民年金保険料の免除（全額免除・一部免除・法定免除）、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられ
た期間がある場合、保険料を全額納めた方と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）の受け取
り額が少なくなります。
　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除等の承認を受けた期間の保険料については、10年
以内であれば遡って納めること（追納）ができます。
　ただし、免除等の承認を受けられた期間の翌年度から起算して３年度目以降の追納の場合、当時の保
険料額に一定の加算額が上乗せされます。
　追納は、古い月のものから納付することとなりますが、次の点にご注意ください。
◎一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできません。
◎�「法定免除・申請免除期間」が「納付猶予・学生納付特例期間」より先に経過した月分である場合は、
どちらを優先して納めるか本人が選択できます。
　詳しくは、「ねんきん加入者ダイヤル」（☎０５７０－００３－００４）またはお近くの年金事務所にお問
い合わせください。

　特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当を受けている方は、毎年８月に現況届の提出が
必要となります。提出いただいた現況届により、所得状況および現に対象者が在宅で養育または介護さ
れているかなどの受給資格を確認します。
　なお、現況届が提出されない場合、８月以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに手続きを
してください。
▶提出日時　８月５日（月）～８月 30日（金）午前８時 30分～午後５時 15分
　　　　　　※土曜・日曜・祝日を除く
▶提出先　社会福祉課（玉造庁舎）、総合窓口室（麻生庁舎、北浦庁舎）

特別児童扶養手当・特別障害者手当等の現況届について
【問い合わせ】社会福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

　市では、茨城県の「森林湖沼環境税」を活用し、生活に身近な平地林・里山林の整備・保全を推進し
ています。お近くに、手入れの必要な山林などがありましたら、ご相談ください。
▶事業の対象条件
　①�民有林または事業実施後に森林となることが確実な区域であって、地域の環境保全に寄与する区域
　②�市と森林所有者等において、10年間の森林の転用禁止などを定めた保全管理協定が締結されるこ
とが確実な区域

　③�区域面積がおおむね 0.05ha（500㎡）以上の区域
▶整備の例
　平地林・里山林の整理伐等整備、通学道路沿いの森林整備、森林に侵入する竹の駆除、
　有害鳥獣（イノシシ）対策としての里山林整備等
▶申込締切　８月 30日（金）

令和元年度　身近なみどり整備推進事業　募集
【問い合わせ】農林水産課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１
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医療福祉費支給制度について

医療福祉費支給制度（通称：マル福）とは
　対象となる方が、健康保険証を使って医療機関などにかかったときに支払う自己負担分の費用を一部助成する
制度です。
▶対象となる方　※各対象区分別に所得制限があります。
　◇小児・小児単独
　　・０歳～ 18歳（18歳になった日以後、最初の３月 31日まで）
　◇妊産婦
　　・親子（母子）健康手帳を交付された方（出産日（流産等を含む）の翌月末日まで）
　◇ひとり親家庭（更新時期：毎年７月１日）
　　次のいずれかの要件に該当する方
　　・�配偶者のいない方で、（１）～（３）の児童を監護している方とその児童（各年齢の３月 31日まで）
　　　（１）18歳未満の児童
　　　（２）20歳未満の障害児
　　　（３）20歳未満の高校在学者
　　・配偶者が長期にわたり労働能力を失っている重度心身障害者である方とその児童
　　・父母のいない児童
　◇重度心身障害者（更新時期：毎年７月１日）
　　次のいずれかの要件に該当する方
　　・身体障害者手帳１級、２級または内部障害３級
　　・療育手帳の判定がＡまたはⒶ
　　・身体障害手帳３級かつ知能指数が 50以下
　　・特別児童扶養手当支給対象の児童（１級）
　　・障害年金受給者（１級）
　　・精神障害者保健福祉手帳（１級）
　　　※ 65歳以上の方は上記要件に加え、後期高齢者医療制度への加入が要件となります。
▶マル福の利用方法
　◇県内の医療機関受診の場合
　　医療機関などの窓口で「健康保険証」と「マル福受給者証」を提示し、自己負担金をお支払いください。

【問い合わせ】こども福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

外来 医療機関ごとに、１日 600円まで
（月２回までの負担があり、３回目以降の負担はありません）

入院 医療機関ごとに、１日 300円まで（ひと月上限 3,000 円）

調剤薬局 自己負担はありません

　◇県外の医療機関受診の場合
　�　医療機関などの窓口で健康保険証を提示し、医療機関より請求された医療費をお支払いください。後日、
申請により自己負担金を差し引いた金額を指定口座に振り込みます。

　※�学校等の管理下において発生した災害（負傷等）については、学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済
給付制度」が優先となります。

　※保険証が変更になられた方は、必ず届け出をお願いします。

※保険適用外となる、予防接種・薬の容器代・文書料等、入院時の食事代・差額ベッド代等は対象となりません。
※�妊産婦の方は、産婦人科受診のみが対象となります。ただし、妊娠の継続と安全な出産のために必要な治療
については、産婦人科の紹介状等により産婦人科以外の医療機関も対象になります。
※重度心身障害者の方は自己負担はありません。
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任期満了に伴う参議院議員通常選挙が今夏行われる予定です。
投票日・投票所等については、ご自宅に郵送される入場券をご確認ください。
▶行方市で投票できる方
　①投票日現在で満 18歳以上の日本国民
　②公示日の前日において、引き続き３カ月以上住所のある方
　　※�転出された方で新住所地の選挙人名簿に登載されなかった方は、行方市で投票することになります。行方市に

来ることができない場合は、不在者投票をご利用ください。
▶投票所
　�投票日当日は、あらかじめ指定された投票所以外では投票できません。投票に行く際は、入場券に記
載された投票所を必ずご確認ください。
▶投票時間（投票日当日）
　午前７時から午後６時まで
▶期日前投票
　仕事や旅行等により投票日当日に投票へ行けない方は、期日前投票をご利用ください。
　◇期間：公示日の翌日から投票日の前日まで
　◇時間：午前８時 30分から午後８時まで
　◇場所：行方市役所各庁舎（麻生庁舎ロビー／北浦庁舎第４会議室／玉造庁舎ロビー）
▶不在者投票
　投票所に行けない方は、不在者投票をご利用ください。
　※不在者投票は、郵送によるやり取りとなりますので日数を要します。お早目のご相談をお願いします。
　①滞在地での不在者投票
　　�仕事等で市外に滞在中の方は、行方市への投票用紙請求・受領後に滞在先の選挙管理委員会で不在
者投票ができます。

　②指定施設における不在者投票
　　�都道府県の選挙管理委員会が指定した病院・老人ホーム等に入所中の場合、その施設内で不在者投
票ができます。詳しくは各施設でご確認ください。

　③郵便等による不在者投票
　　�身体に一定の重度の障害を有する方や要介護（要介護状態区分：「要介護５」）の方は、郵便等によ
る不在者投票制度があります。この制度を利用する場合は、郵便等投票証明書の交付を受けること
が必要となり、この証明書をお持ちでない方や有効期限が切れている方は、事前に選挙管理委員会
への申請が必要ですので、お早目に選挙管理委員会へご相談ください。

▶開票
　◇日時：選挙期日（投票日）当日の午後８時から
　◇場所：行方市立北浦中学校体育館
　◇臨時電話：０２９１－３５－３８６６
　※開票結果については、行方市ホームページでもお知らせします。

第 25回参議院議員通常選挙のお知らせ

【問い合わせ】行方市選挙管理委員会（麻生庁舎総務課内）☎０２９９－７２－０８１１
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市営住宅の入居者募集

　次のとおり市営住宅の入居者を募集します。
▶募集住宅
　新池住宅（麻生 3491-3）【間取り】３DK【構造】簡易耐火【募集戸数】１戸
▶応募資格（次の①～④の全ての要件に該当する方）
　①単身入居以外の方で、現在住宅に困っている方
　②市税等を滞納していない方
　③�条例で定める基準内の収入である方
　　�（例）一般世帯の場合（１世帯の合計所得額－控除額）÷ 12＝ 15万８千円以下
　④�入居予定者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でない
こと

▶申込方法
　所定の申込書に必要事項を記入、必要書類を添付し、都市建設課に提出してください（申込書
は市のホームページからもダウンロードできます）。
▶必要書類
　①�住民票（入居しようとする家族全員が記載されたもの）
　②�収入等を証明する書類（収入のある方全員の最新の課税証明書、源泉徴収票、確定申告書の
写しなど）

　③�未納がないことを証明できる書類（納税証明書）
�　その他申込状況により、上記以外で必要な書類があるときは追加で提出していただきます。
▶申込期間
　７月５日（金）～７月 19日（金）　※土曜・日曜・祝日を除く
　　※�この期間に申し込みが難しい方は、連絡をお願いします（７月 19日以降の受付はできません）。
▶入居者の選考
　市営住宅管理条例第８条により入居者選考委員会を行い入居者を決定します。住宅清掃・改修
工事の日程により、選考後入居までに時間がかかることがあります。
　※下記の市営住宅も募集数に達するまで継続して募集中です。
　　・みなみ原団地（青沼 841-14）��【間取り】３LDK【構造】RC造
　　・諸井団地（玉造甲 4175）　　��【間取り】３DK���【構造】RC造

【問い合わせ】都市建設課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

広
告
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（仮称）行方市市民協働指針策定委員会委員を募集します

　市では、市民の皆さんと行政が、地域課題を解決するため、対等な立場で、相互の責任と役割分担
のもとに連携・協力する協働のまちづくりを推進しています。
　このたび、協働のあり方や具体的な方策を示した「市民協働指針」を策定するため、「（仮称）市民
協働指針策定委員会」の委員を募集します。
▶募集人員　２人
▶応募資格（次の全てに該当する方）
　○市内に在住する満 20歳以上の方（平成 31年４月１日現在）
　○委員会に出席できる方（平日の日中に年間４回程度開催予定）
　○国または地方公共団体の議会議員もしくは常勤の公務員でない方
　○委員としての責務を自覚し、公平性を有している方
▶任期　令和元年９月１日～令和３年３月 31日
▶報酬　会議出席１回当たり５千円をお支払いします（ただし、所得税分を源泉徴収します。）
▶応募方法
　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、下記提出先まで提出してください（持参または郵送）。
　※応募用紙は、市のホームページからダウンロードするか、ご連絡をいただければ送付します。
▶選考方法　応募書類により選考決定します。
▶応募期間　７月１日（月）～７月 31日（水）
▶提出先・問い合わせ
　行方市役所　企画政策課地域経営グループ（麻生庁舎）
　　〒 311-3892　行方市麻生 1561-9　　☎０２９９－７２－０８１１

【問い合わせ】企画政策課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

市民の声を市政に！
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令和元年度茨城県警察官採用試験（第２回）

▶第１次試験日　９月 22日（日）
▶受験資格
　【男性警察官Ａ・女性警察官Ａ】
　�　昭和 61年４月２日以降に生まれた人で、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した人もしく
は令和２年 3月 31日までに卒業見込みの人または人事委員会がこれと同等と認める人

　【男性警察官Ｂ・女性警察官Ｂ】
　�　昭和 61年４月２日から平成 14年４月１日までに生まれた人で、上記警察官Ａの受験資格（学歴区分）
に該当しない人
▶受付期間
　�インターネット（電子申請）
　　７月１日（月）午前９時～８月 22日（木）午後５時
▶問い合わせ
　茨城県警察本部警務課
　　☎０１２０－３

サイヨーゴハッピー
１４０５８　　（平日　午前８時 30分～午後５時 15分）

　行方警察署警務課
　　☎０２９９－７２－０１１０　�（平日　午前８時 30分～午後５時 15分）
　　もしくは最寄りの交番、駐在所まで。

令和元年度鹿行広域事務組合消防吏員採用試験

▶試験区分
　（１）消防（大学卒業程度）　若干名
　（２）消防（高校卒業程度）　若干名
▶第１次試験日　９月 22日（日）
▶試験方法　�教養試験・適性検査・作文試験・体力検査
▶試験場所　鹿行広域事務組合消防本部（鉾田市安房 1418-15）
　※第２次試験は 10月下旬予定
▶受験資格
　ア　消防（大学卒業）
　　　�平成４年４月 2日から平成 10年 4月 1日までの間に生まれた人で、学校教育法による大学（短期

大学を除く）を卒業した人または令和２年 3月 31日までに卒業見込みの人
　イ　消防（高校卒業）
　　　�平成８年４月２日から平成 14年４月１日までの間に生まれた人で、学校教育法による高等学校を

卒業した人または令和２年 3月 31日までに卒業見込みの人
▶受付期間　７月８日（月）～８月 15日（木）
▶申込方法　�受験申込書および履歴書（所定のもの）に必要事項を自筆で正確に記入し、鹿行広域事務組

合消防本部または管内の各消防署へ受付期間中に持参してください。
※�受験申込書は、鹿行広域事務組合消防本部または管内の各消防署、各出張所にあります。
▶問い合わせ
　鹿行広域事務組合消防本部　�総務課　☎０２９１－３４－２１１９
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税 金 のお知らせ

【問い合わせ】　収納対策課（麻生庁舎）　☎ 0299－72－0811

今月の税金
○固定資産税　　　第２期
　国民健康保険税　第１期
　�納付期限（口座振替日）
　は７月 31日です。

平成 31年４月～５月末現在　差押件数　95件
平成 30年度　�市税徴収率　99.48%

キャッシュカードで口座振替登録ができるようになりました！「ペイジー口座振替受付サービス」
　このサービスは、市役所備え付けの専用端末機にキャッシュカードを通すだけで、口座振替のお申し込みができ
るサービスです。金融機関に出向かずに市役所窓口で手続きができ、通帳や届出印は不要です。この機会にぜひ、
市税の口座振替をご検討ください。
▶対象税目　　市・県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税　※全て普通徴収分に限ります。
▶申込手順　　(1) 端末機設置窓口で、口座振替申込を希望する旨を伝える。
　　　　　　　(2) 申込者の本人確認後、指定の申込票を記入する。
　　　　　　　(3) 専用端末機でキャッシュカードを読み込ませ、暗証番号を入力する。
　　　　　　　(4) 申込内容を確認後、確認書に署名をする。
▶申込場所　　・麻生庁舎　収納対策課　・北浦庁舎　総合窓口室　・玉造庁舎　総合窓口課
▶受付時間　　午前 8時 30分～午後 5時 15分
▶必要なもの　・口座振替を希望する金融機関のキャッシュカード（暗証番号の入力が必要です）
　　　　　　　・本人確認ができるもの（個人番号カード、運転免許証、健康保険証等）
　　　　　　　　※�古いキャッシュカード、クレジットカード、法人カード、入金専用カードなど、取り扱いができないカード

があります。
　　　　　　　　※暗証番号入力を連続して間違えると、そのカードでは申し込みできなくなることがあります。

▶利用可能な金融機関　常陽銀行・筑波銀行・水戸信用金庫・佐原信用金庫・ゆうちょ銀行
　　　　　　　　　　　※�なめがたしおさい農業協同組合はお申し込みできません。「口座振替依頼書」でお申し込みください。

なお、従来の金融機関における口座振替依頼書でのお申し込みも引き続き受け付けています。ご希
望の方は、通帳・届出印・納税通知書をお持ちの上、金融機関窓口にて手続きをしてください。

◆◆ペイジー（Pay-easy）口座振替受付サービス◆◆

市税を一時に納付できない方のために「猶予制度」があります
　納税者等からの申請に基づいて、次の事由があると認められる場合に、原則として１年以内に限り徴収（換価）
猶予が認められる場合があります。
　なお、猶予制度の詳細については、収納対策課にお問い合わせください。
　①災害や盗難にあったとき
　②納税者または家族の病気・負傷
　③事業の廃止・休止
　④事業について著しい損失を受けたとき
　⑤その他上記「①～④」に類する事実があったとき
◇猶予が認められると…
　・猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
　・財産の差押や換価（売却）が猶予されます。
※納付困難な事情があるため市税を納期限までに納付できない場合は、お早めに収納対策課にご相談ください。

不動産公売を９月に実施予定
　市では、本年度も入札方式による差押不動産の公売を実施します。現在、９月に実施する予定で準備を進めています。
　詳しい内容は、市報８月号・９月号に掲載する予定になっておりますので、そちらをご覧ください。また、公売が近くなり
ましたら、市ホームページ上や市役所各庁舎に配置した公売広報でもご覧いただけます。



市報なめがた　令和元年７月号15

Topic of Namegata まちの話題

自衛官募集相談員の
委嘱状が交付されました

　自衛官募集相談員の委嘱状が３人に交付されました
のでご紹介します。
　自衛官募集相談員は、志願者に関する情報の提供や
自衛隊地方協力本部の行う募集のための広報に対する
援助を行っており、任期は２年間となっています。
　相談員の皆さまには、今後２年間、自衛官募集はも
とより、市民と自衛隊との橋渡し役として活躍いただ
きますようご期待申し上げます。
■自衛官募集相談員
　井坂文稔さん
　額賀勝尾さん
　中川文男さん

　行方市消防団玉造支団第 3分団の皆さんには、献血
事業推進のため、平成 19年から継続して集団献血に協
力していただいています。平成 29年度には、10年以
上継続して集団献血に協力したことが認められ、日本
赤十字社から感謝状が贈呈されました。
　今年も、5月 19日（日）に実施した献血に、多くの
団員の皆さんが協力してくれました。
　病気やケガなどで輸血を必要とする方の尊い命を救
うため、引き続き献血へのご協力をお願いします。

長年にわたり献血事業に協力

　５月 31日（金）、JAなめがたしおさいの笹本孝之代
表理事専務が横田英一教育長を訪ね、市内の小学校の児
童に対し、食農教育補助教材「農業とわたしたちのくら
し」を寄贈いただきました。
　この教材は「JAバンク食農教育応援事業」の一環で、
子どもたちが食や環境、農業への理解を深めることを目
的に寄贈されたものです。
　農業の生活への関わりが学べる内容で、小学５年生の
社会科の授業で役立てられる予定です。

JA バンクが補助教材を寄贈
小学生の食農教育を応援

　５月 30日（木）、新堀文江行政相談委員（手賀）が、
総務省茨城行政監視行政相談センター所長から感謝状を
贈呈されました。
　行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受け、地域住民
の身近な相談相手となり、行政サービスに関する苦情・
相談や行政の仕組み・手続に関する問い合わせなどの相
談を受け付けています。新堀委員は、行政相談委員とし
て積極的に活動し、その業務遂行に特に尽力したことが
認められ、このたび表彰されました。
　新堀委員は、６月 18 日（火）に市長を表敬訪問し、
その報告を行いました。

行政相談委員が感謝状を受贈
市長へ報告 行方市消防団玉造支団第３分団
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地域に根差した ICT活用で「情報発信日本一」へ

　５月 22日（水）、東京都新宿区において、事業構想大学院大学主催の「ICT活用全国首長会議」が開催されました。
　この会議は、自治体の抱える地域課題に対して、ICT を活用した解決策の議論を深めるとともに、ICT 活用の
最前線の知識を共有し、ICT が各自治体でより一層活用されることで、自治体経営の一助になることを目的に開
催されているものです。
　本市は、つくば市や神戸市などの 5市と共に ICT 活用の最前線６自治体に選ばれ、「地域に根差した ICT 活用
で『情報発信日本一』へ」と題し、100人委員会による総合戦略書策定、デジタル広報、多言語通訳サービスな
どの行政サービスのほか、観光・教育分野での ICT 活用、防災対応型エリア放送「なめがたエリアテレビ」の取
り組みについて紹介しました。トークセッションでは、「① ICT 活用を行う前に、まちの理想を描き、いかに構
想計画を策定するのか」、「②産官学連携でいかに ICT
活用を加速するのか」のテーマについて、意見を交わし
ました。
　「情報発信で日本一プロジェクト」を掲げる本市は、
シティプロモーション指針に沿ったさまざな手法によ
り、これからも積極的な情報発信とシティプロモーショ
ン活動に取り組んでいきます。

市長講演・登壇による ICT活用報告

まちの話題

　長年にわたり統計調査に携わり、統計行政の推進に

貢献された功績が認められ、茨城県統計功労者として、

本市の３人の方が受賞されました。

　おめでとうございます。

○茨城県統計協会総裁表彰

　　濱田紀男さん

　　谷田川正勝さん

　　田宮暢浩さん

　　　　　　　　（順不同）

茨城県統計功労者表彰
３人が受賞しました

　4月 9・10日に行われた全日本還暦古希軟式野球大会
茨城県大会において、古希の部でみごと優勝を果たした
水郷マスターズ（行方・潮来・神栖・鹿嶋地区在住者のチー
ム）の監督・キャプテン・選手が、市長に優勝を報告し
ました。
　チームは、9月に茨城で行われる全国大会に出場しま
す。本市からは５人の選手が登録しています。
　チームでは選手の募集も随時行っており、58歳から
加入できます。お問い合わせは生涯学習課スポーツ推進
室まで。

全日本還暦古希軟式野球大会茨城県大会で優勝
軟式野球チーム「水郷マスターズ」
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Topic of Namegata

各種目の優勝者は次のとおりです。

男子 100ｍ　斉藤快斗（13秒 97）
女子 100ｍ　内山萌夏（15秒 38）
男子 80ｍハードル　鈴木汰月（13秒 91）
女子 80ｍハードル　大久保一花（15秒 30）
男子走り幅跳び　上山陽向（３m96cm）
女子走り幅跳び　宮﨑咲和（３m36cm）
男子走り高跳び　手塚維翔真（118cm）
女子走り高跳び　石神花菜（121cm）

平成 31年度行方市教育会小学校親善陸上記録会が開催されました
５月23日（木）　北浦運動場第１グラウンド

男子ボールスロー　石神　煌（46m14cm）
女子ボールスロー　大河愛望（43m48cm）
男子 1500ｍ　瀧﨑悠生（５分 24秒）
女子 800ｍ　��手賀莉桜（２分 42秒）
〈400ｍリレー〉
５年男子　１位　麻生東　２位　麻生　３位　玉造　４位　北浦

５年女子　１位　麻生東（※大会新）　２位　玉造　３位　北浦

　　　　　４位　麻生

６年男子　１位　玉造　２位　麻生　３位　麻生東　４位　北浦

６年女子　１位　玉造　２位　麻生　３位　北浦　　４位　麻生東
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まちの話題

第14回行方市近隣中学校サッカー大会

５月１１日（土）麻生運動場体育館他１会場
第 30回行方市麻生杯バレーボール大会

【優　勝】大野中学校【準優勝】大洋中学校
【第３位】北浦中学校【第３位】鉾田北中学校

５月１１日（土）・１２日（日）市内中学校３会場

【優　勝】鹿島中学校【準優勝】潮来第一中学校
【第３位】玉造中学校【第３位】大野中学校

５月４日（土）・11日（土）玉造浜野球場他１会場
第 14回行方市近隣中学校軟式野球大会

【優　勝】北浦中学校・玉造中学校合同チーム

５月１２日（日）・１８日（土）麻生運動場体育館他１会場

第14回行方市近隣中学校バスケットボール大会

■女子の部【第３位】麻生中学校

４月１８日（木）ノースショアカントリークラブ
第１回連盟ゴルフ大会

【優　勝】立原宏一【準優勝】平山勝己
【第 3位】大輪憲正
ベストグロス　渡邉康夫

５月２２日（水）玉造ゴルフ倶楽部捻木コース
第２回連盟ゴルフ大会

【優　勝】渡邉康夫【準優勝】林　源
【第 3位】井坂文稔
ベストグロス　羽生義隆

５月５日（日）麻生運動場体育館

第 14回行方杯ミニバスケットボール大会
兼第４回鬼澤杯

【優　勝】十王ミニバス【準優勝】麻生ミニバス

５月１１日（土）麻生運動場テニスコート他１会場

第13回行方杯中学生ソフトテニス大会
（個人戦）

男子の部�【優　勝】濱谷・堀田　組（旭中）
　　　　�【準優勝】菊池・飯島　組（大洋中）
女子の部�【優　勝】金澤・理﨑　組（玉造中）
　　　　�【準優勝】関口・栗又　組（玉造中）

５月１２日（日）北浦中学校体育館

第18回行方杯中学生バドミントン大会
（ダブルス）

【優　勝】久保・飛田　組（大野中）
【準優勝】塙・高田　組（大野中）
【第３位】大川・上田　組（平井中）
【第３位】金塚・茂木　組（玉造中）

５月１９日（日）玉造浜野球場
行方市ソフトボール連盟杯前期大会

【優　勝】新宮同志会【準優勝】根小屋オールスターズ
【準優勝】キングスターズ【準優勝】大和乃風

５月５日（日）玉造浜野球場
行方市軟式野球連盟前期大会

【優　勝】黒潮

５月１９日（日）麻生運動場弓道場
麻生杯弓道大会

■一般の部
　〈射込〉�【優　勝】髙橋孝二（香取）
　　　　�【準優勝】新川喜美子（神栖）
　　　　�【第３位】青木　隆（友部）
　〈団体〉�【優　勝】波崎Ｂ
■高校の部
　〈射込〉�【優　勝】根本志竜（清真学園高）
　　　　�【準優勝】川田翔天（玉造工業高）
　　　　�【第３位】宮沢拓実（玉造工業高）
　〈団体〉�【優　勝】清真学園Ｇ

５月２６日（日）麻生運動場体育館

行方市バレーボール連盟親善大会

【優　勝】ＴＥＡＭ－ＺＥＲＯ【準優勝】南愛球会
【第３位】フレンズＺ【第３位】フレンズＡ
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　５月 29日（水）に開催されたチャレンジデー 2019。
本市の参加率は、午前中の雨の影響か、前回より 6.1％
減の 58.7％、対戦相手の大館市は 66.7％で、残念なが
ら勝利することはできませんでした。
　お互いの健闘を称え、対戦相手の市旗を庁舎のメイン
ポ－ルに１週間掲揚しました。
　チャレンジデ－は、日常的なスポ－ツの習慣化や住民
の健康増進のきっかけづくりを目的としています。これ
からも積極的に運動に取り組みましょう。
　皆さまのご協力ありがとうございました。

チャレンジデー 2019 結果

Topic of Namegata

公開競技「ゲートボール」
2019 年８月 31日（土）～９月１日（日）

北浦運動場第１グラウンド
開催まであと 152日（2019年４月１日現在）

デモンストレーションスポーツ「ビーチハンドボール」
2019 年８月 25日（日）
天王崎公園砂浜特設コート

開催まであと 146日（2019年４月１日現在）開催まであと 61 日（2019 年７月１日） 開催まであと 55 日（2019 年７月１日）

　５月 23日（木）、麻生庁舎において、第６回総会
並びに行方市炬火命名式・炬火走者任命式を行いま
した。前半の総会は役員の改選と平成 30年度の事
業報告・収支決算について審議し、後半の炬火命名
者と炬火走者の任命式は、会場を変えて行いました。
　炬火名「行方の未来輝く希望の火」（越川郁代さん）
と炬火走者代表（横瀬悠平さん）が市長から表彰さ
れ、また、市長が直筆（習字）で炬火名を書きました。

いきいき茨城ゆめ国体実行委員会第６回総会・
炬
き ょ か

火命名式および炬火走者任命式を開催しました

行方市の参加率は 58.7％でした

行方市スポーツ少年団
クリーン作戦

　４月３日（水）に武田 SMILES、５月 12 日（日）
に玉造山王空手道が、ゴミ拾いなどのクリーン作戦を
実施しました。

武田 SMILES

玉造山王空手道

行方市炬火イベントを行います
市内の小中学校７校で、火おこしマイギリ体験（採火）
を行いました。集めた火種を１つにする集火を行い、応
募により集まった 51人の走者が、ト－チに灯した火を
北浦庁舎から白帆の湯までリレ－します。
▶日時　７月 20日（土）北浦庁舎 8：30開会
▶ リレ－コ－ス　北浦庁舎 8：50～旧北浦幼稚園前通り
～県道２号線（水戸鉾田佐原線）～常陽銀行麻生支店
右折～天王崎入口信号～白帆の湯中庭 12：00着予定
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 情報ひろば

行方市の人口
総　数　34,727 人（＋ 13）
　男　　17,296 人（－４）
　女　　17,431 人（＋ 17）
世帯数　12,939 世帯（＋ 46）

令和元年６月１日現在
※外国人住民を含む

（　）は前月との比較

行方市民憲章
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https://www.youtube.com/
watch?v=IVAUma8WqlM

市役所　開庁時間
平日（月曜～金曜）
　午前８時 30分

～午後５時 15分　
※�休日窓口業務については、　
お問い合わせください。

行方市公式ツイッター
つぶやき中！

市政情報、イベント情報や緊急情報など、
行方市の情報を幅広くつぶやきます。
【問】政策推進室　☎ 0299-72-0811

　ご存知のとおり、行方市では、10月１日からごみ袋の価格を改定し、デザインを
一新します。これは、皆さまの負担が大きくなるものであります。
　ごみ袋の収益は、その他の収益分を含め、行方市の廃棄物処理事業の費用に充て
られています。180 円のごみ袋の場合、平成 29 年度決算額で換算すると、皆さん
の負担割合は 28％でしたが、今回ごみ袋を 250 円に改定すると負担割合は 40％に
なります。
　収集運搬費用やごみの処理運営の費用といった廃棄物処理事業の費用は年々増加
傾向にあります。ごみを処理する「行方市環境美化センター」は老朽化の問題をも
抱えています。
　市民の皆さんにご協力をいただき、ごみ袋への負担額を増やしていただくことで
行方市の財政負担の軽減を図り、そして「ごみを減らす」ことで、廃棄物処理事業
の経費を抑える。「ごみを減らす」ことは、行方市環境美化センターの施設の耐久性
に寄与していただくことにもなります。
　今回、ごみ袋の価格が値上げされるのです。皆さんは一枚でも多く、ごみ袋の「使
いしぶり」をしてください。
　・本当に「ごみ」なのか。もう少し使えないか
　・無駄な消費（買い物）や浪費（使い方）はしていないか
　・再生利用できないか　　　など
　生活のさまざまな場面で、ちょっと意識をしてみてください。また、ごみの「分別」
をきちんと行うこともごみの減量につながります。皆さん一人一人の意識とご協力
により、行方市のごみの減量化が図れるのです。
　ご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。

10月１日からごみ袋が変わります。ちょっとその前に…。

10 月１日からは「新しいごみ袋」での回収になります。古いごみ袋での回収や新旧のごみ
袋の交換は行いません。ご家庭において、古いごみ袋の在庫管理をお願いします。

ごみ袋の種類 現行（税込） 改定後（税込）
可燃ごみ袋（大）45㍑ /10 枚 180円 250 円
可燃ごみ袋（中）30㍑ /10 枚 150円 200 円
有害ごみ袋　　　30㍑ /10 枚 100円 150 円

▶問い合わせ　環境課（北浦庁舎）☎０２９１－３５－２１１１

▶価格改定内容
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広
告 ●

●

●

◇ スマホ決済サ－ビス『paypay』・『ALIPAY』使えます
　 QR コ－ドをスマホで読み取るだけで簡単決済

詳細は行方市ホームページのバナー広告をご覧ください。

柔道整復師・はり師・きゅう師
健康保険・労災保険・各種自由診療
交通事故傷害・疲労回復施術・往診受付

日

【問い合わせ】企画政策課（麻生庁舎）☎０２９９－７２－０８１１

ひとりひとりの豊かな人生　～男女共同参画社会の実現のために～

会社の視察研修風景 委員会風景

「建設業界における男女共同参画」
株式会社羽生工務店　代表取締役　羽生義隆　

　私は、高校を卒業後、東京の建設専門学校を経て、21歳の時から建設業界に入りました。現在、父親の後を
継いで昭和 40年創業の建設会社の代表取締役を務めています。
　我が社は、平成 28年からいばらき女性活躍推進会議の会員企業になっています。この会議は、企業、関係団体、
行政が一体となって、女性が多様な働き方を実現できる環境づくりを進め、女性も男性もともに活躍する活力あ
る茨城の実現を目指して発足しました。私が、茨城県主催のフォーラムに参加した時、その趣旨に感銘を受けて、
会員企業に登録しました。
　また、私は現在、行方市男女共同参画推進委員会の副委員長を仰せつかっております。長峰智子委員長を中心に、
大変意欲的なメンバーが集まり、毎回活発な意見交換をしております。この委員会が中心となって、もっともっ
と男女が、ともに活躍できる社会を進めていきたいと考えています。個人的には奥が深くて、大変難しい分野で
ありますが、少しずつ勉強していきたいと思っております。
　さて、現在の建設業界は人材不足が進んでいます。この業界は、力仕事が多く男社会とみられがちですが、現
地調査、測量、工事現場の出来形管理、材料の品質管理など必ずしも腕力を必要とするものばかりではありません。
きめ細やかさや丁寧さなど、その人の能力を性別に関係なく発揮でき、誰もが活躍できる職場です。我が社とし
ても、若手技術者や女性社員を積極的に募集しています。誰もが働きやすい環境をつくるため、前期の４週８休
や茨城県建設業協会が進める毎月第２土曜日の一斉休工日の導入、作業現場における女性専用の休憩所やトイレ
の設置などを進めています。しかし、そうしていても、現実には応募者が少ない状況にあります。男女共同参画
推進委員会活動を通じて、建設業界の広告ＰＲをしていきたいと考えています。
　私が手帳に書き留めている好きな言葉に、「人生 90年時代とした場合に、最初の 30年を人に世話になって一
人前に成長する創生期、中間の 30年を自らの修練により世の中のため人のためにとにかくがむしゃらに働く繁
栄期、最後の 30年を自分のために自分の好むところに従って消費する成熟期」というものがあります。皆さん
それぞれが、このような人生を歩めば、社会はもっと住みやすくなると感じています。そんな私も成熟期を迎え
ました。これからもこの言葉のような毎日を過ごしていきたいと思います。

さまざまな分野で活躍されている行方市男女共同参画推進委員会委員のコラムを隔月でお届けします

行方市男女共同参画推進委員会
とは…
本市における男女共同参画社会
の実現を目指し「行方市男女共
同参画推進計画」に基づく施策
を総合的かつ効果的に推進する
ための組織です。
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BooksBooks 図書館情報
新着図書

施　設　名 開館時間 電話番号

行方市北浦公民館図書室
（山田 2175）

行 方 市 立 図 書 館
（玉造乙 1175）

行方市麻生公民館図書室
（麻生 1221）

９：００～１７：００
休館日は月曜日
（祝日を除く）

0291－35－3777

0299－55－1495

火曜日～金曜日
９：３０～１８：３０
土・日・祝日
９：３０～１７：００
休館日は月曜日
（祝日を除く）

0299－72－1573

31 年度の目標利用者数　　　　����10,000 人
５月 31日現在の利用者数　　　��1,297人

ご利用お待ちしています！

今月もたくさんの本が入っています！希望の本がないときは、県内の図書館から借りることができますので、図書館の職員
へ声をかけてください。

茨城県神栖市大野原4-7-11
弁護士　瀧    　智英（茨城県弁護士会所属）
弁護士　谷本　雅晃（茨城県弁護士会所属）

問合せ  ０２９９-９１-１１７１
神栖・鹿島セントラル法律事務所

秘密厳守・夜間対応可

借 金 の 整 理

鹿島セントラルビル新館５階

不 動 産 ・ 建 築

金 銭 問 題破 産 過 払 金

各種民事・家事事件

相  続離  婚

★小さいお子さん向けに

７月 10 日（水）
10：30 ～

おいで えほんのたのしいじかん
読み聞かせ　その他

７月 20 日（土）
14：00 ～ 15：00

おはなし会
（テーマ：金魚すくい）

図書館　おはなしの森

行方市のホームページから図書館の蔵書が検索できます。

「行政リンク」の「図書館蔵書検索」をクリック！

広
告

◆今月の新刊◆
・彼女たちの場合は（江國香織）
・カモフラージュ（松井玲奈）
・男子ごはんの本その 11（国分太一）
・決定版！パラリンピック大百科（小峰書店編集部）
・おしりたんてい　カレーなるじけん（トロル）

◆夏休み図書館イベントのお知らせ◆
①夕涼みおはなし会　怖～いおはなし
　８月８日（木）18：30～
②一日図書館員（小学３年生以上対象）
　８月 17日（土）9：00～ 12：00、13：00～ 16：00
　８月 18日（日）9：00～ 12：00、13：00～ 16：00
③夏休み映画上映会
　８月 25日（日）10：00～
④ペットボトル工作
　８月 25日（日）14：00～
⑤子どもボランティア（小中学生対象）
　�８月平日予定、高齢者施設に訪問して、絵本等の読み聞か
せを行います。
※⑤以外は、行方市立図書館が会場です。
　�①②④⑤に参加希望の方は、事前に図書館まで電話でお申
し込みください。

広告募集
「市報行方」へ

広告を掲載しませんか
市では「市報行方」に有料広告を掲載
される方を募集しています。
詳しくは情報政策課まで。
〒 311-3892　行方市麻生 1561-9
☎ 0299-72-0811  FAX0299-72-1537

受付
広告原稿提出

（発行１カ月前）
↓

広告掲載内容審査
↓

広告掲載決定
↓

掲載発行

◆読書感想文課題図書、全作品そろってます！◆
・スタンリーとちいさな火星人
・そうだったのか！しゅんかん図鑑
・マンザナの風にのせて
・星の旅人：伊能忠敬と伝説の怪魚　他

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

July　７月　図書館カレンダー

…休館日　※公民館図書室は異なる場合があります。

…毎月第３日曜日は「なめがた親子読書の日」
★�月曜日の祝日は開館になります。15日（月）は通常通りご
利用いただけますので、ぜひお越しください。
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地域包括支援センター
行方市地域包括支援センター
　　☎０２９９－５５－０１１４
いつまでも健やかに住み慣れた地域で生活していけるよう、

高齢者やご家族の皆さんを、医療・保険・介護および福祉など、

さまざまな方面から総合的に支援します。

「エンディングノート」というものをご存知でしょうか？

※ 本市は、茨城放送およびエフエムかしまと、それぞれ ｢災害協定｣ を締結しています。地震や風水害などの大規模災害が発生した際には、
放送エリア内において本市の情報をお知らせします。

　エフエムかしまの放送エリアは
　鹿行地域でお聴きいただけます
　ひるどきナルナの番組内「鹿行ナビ」、毎月第 2火曜日の午前 11
時 40 分から 10 分間、行方市の魅力を生中継でお届けします。ぜひ
聴いてください。
■放送エリア
　鹿行地域（�鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市）
■周波数　76.7MHz

　行方の魅力発信広報番組
　「なめトーク」
　IBS 茨城放送（i-FM）（水戸局 94.6MHz、守谷・日立局 88.1MHz、
水戸局 1197kHz、土浦・県西中継局 1458kHz）で、毎月第２・第
４金曜日の午前 10 時 35 分から５分間放送しています（「HAPPY パ
ンチ」の番組内）。
　行方市民向けの募集・お知らせ情報や、行方市の観光・イベント情
報など旬の情報をお知らせします！

　人生を振り返り、自分に関する情報や要望・希望をわかりやすくまとめ、しっかり残しておくことで、家
族を助けるもの。それが「エンディングノート」です。
　エンディングノートは自分の生きてきた証になり、家族のために必要な自分の人生を残しておくもので、
また同時に、残された人生でどのようなことをすべきか「これからの人生のあり方を考えるきっかけ」にも
重要な役割となっています。
　また、我が国の超高齢化社会、核家族化問題など、家族関係の希薄化が叫ばれている中、エンディングノー
トは、もう一度、家族との関係を深め、今後の人生を家族とどのように過ごしていくかなど、話し合うきっ
かけともなります。
　ご自身やご家族のこと、財産、もしものときのこと…
　テーマに沿って書き進めるうちに、思いを自然に整理ができるようになっていきます。また時間が経てば、
ご自身の気持ちは変わっていくこともあると思います。ペンではなく鉛筆でエンディングノートを記入し、
その都度更新することをお勧めします。
　※エンディングノートは遺言書や遺書とは違い、法的効力はありません。
○エンディングノートを書くメリット
　・家族に思いを託すことができる
　　�自分の希望を自由に書き残すことができるのが最大のメリット。どのような医療を受けたいか、どのよ
うな場所で最期を迎えたいか、どのような葬儀をしてほしいかといった自分の希望や、家族に向けて感
謝の言葉を綴ることができます。

　・これまでの人生を振り返ることができる
　　�エンディングノートを書くことで、見過ごしていた幸せに気づくことができ、これから
どう生きていきたいのか考えるきっかけにもなります。

★配布方法
　エンディングノートは、出前講座等で職員が説明し、本人への手渡し（原則）にて配布す
る形をとることとしています。少人数のグループからでも可能ですので、興味がある方は地
域包括支援センターまでご連絡ください。

令和元年度から、
新しく作成しました！
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Bringing up a childBringing up a child

子育て
子育て世代包括支援センターどれみ（行方市保健センター内）

♪子育て相談ダイヤル♪
☎０８０－ ２２１１ － ４４１１

子育て相談ができます！お気軽にお電話ください♪　

◆子育て力アップ講座参加者募集◆
子育て中の皆さんを支援するための講座を開催します。
「えっ！マジ……そうマジです。家族みんなで楽しもう」
何をするかは当日までのお楽しみ
・日時　７月 21日（日）10：00～ 11：00
・場所　行方市保健センター
・対象　７カ月～５歳の親子
　（保護者の方は２名参加でお願いします）
・募集　20組
・申込先　子育て世代包括支援センター
　※動きやすい服装で来てください。

★…絵本の読み聞かせ（午前は 10：30 ～、午後は 14：00 ～）
▲…子育てコンシェルジュによる子育て相談
◆…保健師による子育て相談
♪…ミュージック・ケア（午前は 10：30 ～、午後は 14：00 ～）

「子育て広場」とは…
　就学前のお子さんとそのご家族のために開かれる遊び場です。行っ
てみたい会場どこに参加しても大丈夫です。お気軽にご来場ください。
　お母さんだけでなく、他のご家族の方も大歓迎です。お子さんの安全
を守るためにスタッフがおりますが、お子さんをお預かりして保育するも
のではありません。お子さんから目を離さないようお願いします。

【午前】　9：30～ 11：30
【午後】13：00～ 15：00子育て広場カレンダー

７月 麻生（麻生公民館） 北浦（保健センター） 玉造（地域包括支援センター）
午前 午後 午前 午後 午前 午後

1 月 ○ ▲
2 火 ○
3 水 ○
4 木 ○ ○
5 金 ○ ◆
8 月 ▲ ○
10 水 ♪ ○
11 木 ○ ○ ○
12 金 ◆★ ○
16 火 ○ ★
17 水 ◆ ♪
18 木 ○ ○
19 金 ○
22 月 ○ ○
23 火 ★
24 水 ○
25 木 ○ ♪
26 金 ○
29 月 ○ ○
30 火 ○
31 水 ▲ ○

◆ベビーマッサージ教室を開催しました◆
　マッサージを通して、赤ちゃんからのメッセージを受け
止め絆を深めます。全４回のコースで全身のマッサージを
楽しく学んでいきます。
　参加している皆さんは「ママ友
ができた。赤ちゃんとのふれあい
の時間が増え、笑顔も増えた。便
秘が治った」と喜んでいました。

《育児相談　～イヤイヤ期～》
「おかたづけして」「イヤ！」「おやつは我慢しなさい」「イヤ！」
イヤイヤ期は多くの親が直面する子育ての悩み
のひとつではないでしょうか。
イヤイヤ期は重要な発達の過程のひとつと言わ
れています。２歳前後になると、自我が芽生え、
自分の思いを優先して行動したい時期です。
大切な時期とはわかっていても…どう付き合っていけばいいの
か悩みますよね。
【付き合い方の方法として…】
「○○ちゃんは、いやなんだね」。まずは、気持ちを受け止めて
あげる。そして「でもママは○○してくれるとうれしいな」と、
母親も自分の気持ちを伝えることも大切。
「お風呂入ろう。洋服脱いで」「イヤ」…ぬいぐるみなどを使っ
て「ミッキーちゃんは上手に脱げるかな」など遊び感覚で対応
してみる。また「ママが脱がせるのと自分で脱ぐのとどっちが
いい」と 2択で選ばせるなどして、幼児の意志力を育んでいき
ましょう。

◆親子講座を開催しました◆
　5月 29日（水）、講師に佐藤直子先生
をお迎えし「親子ビクス」を開催しまし
た。7カ月から２歳までの親子 19 組が
参加してくれました。
　「久しぶりに体を動かして楽しかった。
また参加したい」という声が、多く聞か
れました。
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健康づくり
  　　健康増進課（行方市保健センター内）
　　　☎０２９１－３４－６２００

細菌による食中毒が増える時期です！
食中毒を予防しよう！
食中毒菌は、

「付けない！」「増やさない！」「やっつける！」
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はい、こちら行方市消費生活センター！

「行方市文化財」巡り旅77

　化蘇沼稲荷神社は、文明 10（1478）年に当時領主だった大
だいじょう

掾氏が、
武田の地の守護神として創祀した神社です。
　社殿などは、天文３（1534）年に武田通信公が再建しました。この
時神社に「正一位化蘇沼稲荷大明神」の神号が贈位され、長く武田九ヶ
郷の鎮守として崇敬されています。現在の社殿は、明治 25（1892）
年に再建、造営されたものです。
　祀

まつ
られている祭神は「倉

うかのみたまのみこと

稲魂命」で、五穀豊穣を願う奉納相撲や巫
女舞神事が有名です。
　本モミの木は、巫女舞が行われる「舞殿」の脇にそびえており、指
定時の高さは約 16ｍ、幹囲約４ｍ、樹齢約 360年の大木です。
　モミは、マツ科モミ属の常緑針葉樹で、日本において北端は秋田県、
南端は屋久島にいたるまで、広く分布しています。ほとんどが大木と
なり、樹高 40ｍに達するものもあり、神社では昔から神聖な木として
大切に祀られています。

市指定有形文化財（天然記念物）
指定年月日：昭和 61年７月 28日
所在地：行方市内宿

公民館情報

化蘇沼稲荷神社
境内のモミ　公民館では、住民の方々に生涯学習の場を提供し、

より豊かな知識・技能の向上や地域の交流を含めた生
活の充実を目指して講座を開催しています。
　玉造公民館では６月６日（木）、櫻澤仁美先生を講
師に、前期講座「ズンバダンス♪」を実施しました。
　第１回目は 20人の参加者で、さまざまなジャンル
の曲にあわせて踊るズンバを体験しました。
　参加者からは「楽しかった」「ストレス発散になっ
た」「いい汗を流せた」などと感想をいただきました。
　この講座は、今後４回の開催を予定しています。

令和元年度　公民館前期講座が
始まりました！

－　まずはお電話を !　－
【問い合わせ】行方市消費生活センター　☎０２９１－３４－６４４６

【問】生涯学習課文化・社会教育グループ　☎ 0291-35-2111【問】玉造公民館　☎ 0299-55-0171

インターネット通販トラブルに注意！
【事例】
　インターネットサイトで、以前欲しかったが売り切れてしまった時計を定価より安い価格で見つけたので、
前払い銀行振込で購入した。しかし、一週間以上待っても商品が発送されず、電話を掛けてもなかなかつなが
らず、メールで問い合わせをしても返信がない。不審に思ったので、お店の電話番号を検索してみると、詐欺
サイトであるという書き込みを発見した。どうすればいいか。
【解説】
　便利で手軽なインターネット通販。多くの方が一度は利用したことがあると思います。また「商品が届かな
い」・「連絡が取れない」など実体のない詐欺的なサイトで購入したことによるトラブルが多く見られます。
　インターネット通販を利用する前に、以下のポイントをおさえておきましょう。
　①�ネットでの購入前には事業者の所在地、電話番号などを必ず確認しましょう。それらの表示のないサイト
での買い物はやめましょう。�

　②�一般に流通している価格よりも大幅に安く販売されている場合など、購入する商品が模倣品でないか十分
に注意しましょう。

　③支払方法が銀行振込のみしか用意されていないような、前払いによる購入には十分注意しましょう。
　④�サイズ違いなど、購入後にトラブルに遭遇することもあるため、キャンセル・返品条件、利用規約は事前
に必ず確認しましょう。

　分からないことや不安なことがあったら、行方市消費生活センターに相談しましょう。
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行方市は鹿島アントラーズのホームタウンです

アントラーズ選手が小学校を訪問しました

2019 シーズンスローガン

　５月 28日、６月６日の両日、鹿島アントラーズの選手が麻生東小学校と麻生小学校を訪問
しました。この事業は、行方市などホームタウン等で構成するアントラーズ・ホームタウン協
議会が主催し、ホームタウンの児童にホームタウンの一員であることを実感してもらい、あわ
せて地域への愛着を高めてもらうことを目的としています。
　参加した児童は、ドッジボールやフットサルなど選手と一緒に本気でプレーしながら、選手
の高い技術にふれました。最後に、選手から児童たちへ色紙などのプレゼントや参加者全員に
よる記念撮影が行われ、児童たちにとって思い出に残る貴重な機会となりました。

今月のホームゲーム
【Ｊ１リーグ】
◇７月６日（土）19：00
　第 18節　ジュビロ磐田
◇７月 20日（土）18：30
　第 20節　サガン鳥栖
【天皇杯】
◇７月３日（水）19：00
　第２回戦　北陸大学

麻生東小学校（５月 28日）犬飼智也選手、関川郁万選手

鹿島アントラーズ
オフィシャルサイト

麻生小学校（６月６日）遠藤康選手、金森健志選手

鹿嶋市夜間小児救急診療所
　☎ 0299-82-3817
　診療時間　夜間（毎日）20 時～ 23 時
　　　　　　（受付：22 時 45 分まで）
　対象　　　中学生以下
　場所　　　鹿嶋市宮中 1998-2
　　　　　　鹿嶋市教育センター内

医療機関案内
茨城子ども救急電話相談　24 時間 365 日
　☎ 03-5367-2367（短縮ダイヤル♯ 8000）

中毒 110 番
　つくば（９時～ 21 時）　☎ 029-852-9999
　大阪（24 時間対応）　　�☎ 072-727-2499
　日本中毒情報センター　https://www.j-poison-ic.jp

茨城おとな救急電話相談　24 時間 365 日
　☎ 03-5367-2365（短縮ダイヤル♯ 7119）

「かわいい笑顔」募集中！

　市報なめがたでは、小学校入学前までのお子さんの写
真を募集しています。申込締切は毎号、前月 10 日（土
日祝日の場合は翌開庁日）です。
　写真のデータかプリントアウトした写真を情報政策課

（麻生庁舎）までお持ちください。
　８月号の掲載は、７月 10 日（水）が締切です。お子
さんやお孫さんの成長の記念にいかがですか。
　たくさんの笑顔をお待ちしています！

【問い合わせ】情報政策課（麻生庁舎）
☎ 0299-72-0811
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「市報なめがた」は、公共施設等にも配置
しています。
【市報配布に関するお問い合わせ】
　総務課（麻生庁舎）☎ 0299-72-0811

スマートフォンをお持ちの方
は、こちらから市公式ホーム
ページをご覧になれます。

【問い合わせ】社会福祉課（玉造庁舎）☎０２９９－５５－０１１１

　「ヘルプマーク」「ヘルプカード」は、障がいのある方や難病の方、妊娠初期の方など外見か
らは分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、日常生活や災害時などで困ったとき
に周囲に示し、援助を得やすくなるよう導入されています。
　ヘルプマークを持っている人を見かけたら、困っているようであれば声をかけていただく、
緊急時や災害時に安全に避難することの支援をしていただくなどの配慮をいただきますよう、
ご理解ご協力をお願いします。
行方市では、次のとおり配布します。
　▶対象者：�行方市に住所を有し、障害者手帳等を所持している方、難病の方、妊娠初期の方など、

援助や配慮を必要としている方
　▶期日：７月１日（月）から配布開始
　▶申請場所：社会福祉課　障害福祉グループ（玉造庁舎１階）
　※�申請するときは、援助が必要になることの分かる書類（障害者手帳、指定難病特定医療費
受給者証、母子手帳等）と印鑑（認印）をお持ちください。

　※ヘルプマーク・ヘルプカードは、１人につき１枚の配布とさせていただきます。
　※郵送による配布は行っていません。

「ヘルプマーク」「ヘルプカード」
知っていますか？

◇ヘルプマーク
　�ストラップを利用して、かばん等に着けて
使用します。

◇ヘルプカード
　�緊急連絡先や必要な支援内容等を記載する
ことができます。

※個人情報が記載されていますので、取り扱いには注意してください。


